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平成２７年労第１９２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日、Ａ市所在のＢ会社（以下「会社」という。）に雇

用され、プラスチック製品の製造業務に従事していた。 

請求人によれば、入社当初から同僚の先輩から文句等を言われ続け、平成○年

○月○日に新たに課長が就任して以降、同課長からも嫌がらせを受けるようにな

り、食欲不振、不眠、倦怠感等の症状が出現したという。 

請求人は、平成○年○月○日、Ｃクリニックに受診し「うつ病」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは業務上の事由によるものであるとして、監

督署長に療養補償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人

に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これら

を支給しない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを

棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだ

ものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 
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（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

 

第６ 事実の認定及び判断  

１ 当審査会の事実の認定 

 （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人の精神障害の有無及び発病時期について労働局地方労災医員協議会精

神障害専門部会（以下「専門部会」という。）は、平成○年○月○日付け意見書

において、請求人は平成○年○月下旬頃ＩＣＤ－１０診断ガイドラインの「Ｆ

３２ うつ病エピソード」（以下「本件疾病」という。）を発病した旨述べてい

る。当審査会としても、請求人の申述及び本件の経緯等に鑑みて、専門部会の

当該意見を妥当なものと判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長は、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月２

６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を策定している。当

審査会としてもその取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準に

基づき検討する。 

（３）請求人の本件疾病発病前おおむね６か月間における業務による心理的負荷の

出来事についてみると、次のとおりである。 

ア 「特別な出来事について」 

認定基準別表１「業務による心理的負荷評価表」（以下「認定基準別表１」

という。）の「特別な出来事」の類型に示されている「心理的負荷が極度のも

の」又は「極度の長時間労働」は認められず、「特別な出来事」は見受けられ

ない。 

イ 「特別な出来事以外」について 

請求人らは、ＤとＥが請求人に対し、「仕事が遅い」、「社員の価値がない」、
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「ロボットの方がまし」などと発言したことなどが本件疾病を発病するに至

る大きな要因となった旨主張する。 

しかしながら、一件記録からは、Ｄ及びＥが請求人の人格や人間性を否定

するような発言を行ったと認めるに足る資料は見当たらないこと、また、Ｆ

工場長が、「請求人がＤやＥから叱られていたことは確かにあった。工場のな

かにも危険があるため、安全面に関して強く注意していたことは事実であり、

私は、あくまで指導の範囲と考えている。」旨述べていること、さらに、他の

職場関係者もＦ工場長の上記申述とほぼ同様の認識で一致していることなど

を踏まえると、Ｄ及びＥは、請求人の人格を否定する発言をしたとまでは認

められないが、請求人がルールを守らない等のミスをした際に強く叱責をし

た事実があると認めるのが相当である。そこで、当該出来事を認定基準別表

１に当てはめると、当審査会としても、具体的出来事「上司とのトラブルが

あった」（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）に該当するとみるも、その心理

的負荷の総合評価は、決定書理由第２の２の（２）の（イ）の aに説示する

とおり、「中」であると判断する。 

また、請求人が、平成○年○月頃、Ｇが退職したことにより、頼りにする

人間がいなくなったと述べていることについては、決定書理由第２の２の（２）

の（イ）の bに説示するとおりであり、当審査会としても、当該出来事は、

認定基準別表１の具体的出来事「理解してくれていた人の異動があった」に

該当し、その心理的負荷の総合評価は「弱」であると判断する。 

（４）したがって、当審査会としても請求人の業務による心理的負荷の全体評価は

「中」であり、「強」には至らないものと判断する。 

３ 以上のとおりであるので、請求人に発病した本件疾病は業務上の事由によるも

のとは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及

び休業補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理

由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


